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第４章 不良債権処理の進展

第１節 不良債権の動向

まずは，不良債権の定義から始めることとしよう．不良債権とは，一般的にい
えば，貸付先企業の経営悪化や倒産を理由に，回収困難となる可能性が高いと判
断される債権のことを指す．金融機関に開示が義務付けられている不良債権には，
「金融再生法開示債権」と「リスク管理債権」の２種類がある．
「金融再生法開示債権」とは，「金融機能の再生のための緊急措置に関する法

律」に基づく開示債権のことで，貸出金のほか，債務保証見返など貸出金に準ず
る債権も対象とされている．金融再生法開示債権は，１）破産手続開始，更生手
続開始，再生手続開始の申立て等の理由によって経営破綻に陥っている借り手に
対する債権とこれに準ずる債権（「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」），２）
借り手が経営破綻の状態には至っていないものの，財務状態・経営成績が悪化し
て，契約通りの債権の元本回収と利息受取りができない可能性が高い債権（「危
険債権」），３）３ヵ月以上延滞債権と貸出条件緩和債権に該当する貸出金（「要管
理債権」），４）その他の債権（「正常債権」）の４つに分類される．
一方，「リスク管理債権」とは，銀行法施行規則に基づき公表が義務付けられ

ている債権のことで，通常融資よりリスクが高いと判断される貸出金の総称であ
る．リスク管理債権についても，１）自己査定上の破綻先に対する貸出金（「破綻
先債権」），２）実質破綻先，破綻懸念先に対する貸出金（「延滞債権」），３）今後
注意を要する貸出金（「３ヵ月以上延滞債権」），４）債務者の経営再建等を図る目
的として支援した貸出金（「貸出条件緩和債権」）の４つに分類して開示されてい
る．
双方の不良債権基準の違いを述べれば，リスク管理債権の対象債権が貸出金で

あるのに対して，金融再生法による開示債権は，貸出金以外にも，債務保証見返，
未収利息，仮払金，貸付有価証券，外国為替が対象とされている点が挙げられる．
とはいえ，法律上の開示区分の相違によって異なる位置づけを与えられているが，
金額的にはそう大きな相違はない．そこで，以下では範囲の広い金融再生法開示
債権をもとに不良債権処理の推移を見ていくこととしよう．
図表４―１は，都市銀行の不良債権の推移を見たものである．不良債権比率の項

目から明らかなように，全体としてみれば，２０００年代の後半以降，不良債権処
理が順調に進んだことが読み取れるが，細かく見て行くといくつかの興味深い変
化を見出すことができる．
まず，３月期と９月期とでは，基本的に９月期の方が高い数値を示すことを確

認したうえで話を進めると，１９９０年代末より不良債権は減少傾向にあったが，
２００１年３月期に急激な増大に転じ，これが２００２年９月期まで継続していること
が見て取れる．これは，一面においては，金融庁が指摘するように，貸出条件緩
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和債権の判定基準の厳格化によって要管理債権が増大したことや，特別検査の実
施を踏まえて市場のシグナルをタイムリーに反映した資産査定が進んだことなど
がその背景にあった１３８）．
だが，こうした傾向をより顕著にした要因は景気の動向であった．２００２年１

９９年３月期 ９９年９月期 ００年３月期 ００年９月期 ０１年３月期
総与信（億円） ２，７９７，９５０ ２，７２０，３９０ ２，６８６，３００ ２，６４０，３７０ ２，６７３，０３０

金融再生法開示債権（億円） １４２，８４０ １２７，７７０ １２４，４２０ １２３，０９０ １３４，５６０
破産更生等債
権（億円）

３２，５５０ ２３，０９０ ２２，８３０ ２４，８５０ ２３，０２０

危険債権
（億円）

８１，８９０ ７４，２８０ ７１，７９０ ６９，０００ ６８，４９０

要管理債権
（億円）

２８，４００ ３０，４００ ２９，８００ ２９，２４０ ４３，０５０

不良債権比率（％） ５．１ ４．７ ４．６ ４．７ ５．０

０１年９月期 ０２年３月期 ０２年９月期 ０３年３月期 ０３年９月期
総与信（億円） ２，５７５，５６０ ２，５０３，９６０ ２，５５８，２００ ２，４０６，６７０ ２，３２３，９８０

金融再生法開示債権（億円） １５５，０００ ２１８，１２０ ２０６，１４０ １７６，６９０ １５１，８４０
破産更生等債
権（億円）

２３，５１０ ２５，２６０ ２４，６１０ １８，５００ １９，５１０

危険債権
（億円）

７０，８４０ １０１，８９０ ８２，７９０ ５８，５３０ ５４，９６０

要管理債権
（億円）

６０，６６０ ９０，９８０ ９８，７５０ ９９，６６０ ７７，３７０

不良債権比率（％） ６．０ ８．７ ８．１ ７．３ ６．５

０４年３月期 ０４年９月期 ０５年３月期 ０５年９月期 ０６年３月期
総与信（億円） ２，２５４，８５０ ２，２３１，６５０ ２，１７６，７９０ ２，２１１，０９０ ２，２４１，６８０

金融再生法開示債権（億円） １１８，４９０ １０５，８５０ ６４，６３０ ５３，６８０ ４０，６５０
破産更生等債
権（億円）

１２，７１０ １３，６９０ ９，２７０ ６，６００ ４，５８０

危険債権
（億円）

４４，６００ ６３，５６０ ３１，８３０ ２７，３５０ １７，０２０

要管理債権
（億円）

６１，１７０ ２８，６００ ２３，５３０ １９，７３０ １９，０５０

不良債権比率（％） ５．３ ４．７ ３．０ ２．４ １．８

０６年９月期 ０７年３月期 ０７年９月期 ０８年３月期
総与信（億円） ２，２７２，５３０ ２，３１９，４３０ ２，３３３，７８０ ２，３５５，２２０

金融再生法開示債権（億円） ３３，８００ ３５，０９０ ３５，１９０ ３３，３００
破産更生等債
権（億円）

３，９４０ ３，４６０ ３，７４０ ３，８００

危険債権
（億円）

１４，３４０ １６，８４０ １８，７７０ １５，２３０

要管理債権
（億円）

１５，５２０ １４，８００ １２，６８０ １４，２７０

不良債権比率（％） １．５ １．５ １．５ １．４

図表４―１ 都市銀行における不良債権の推移

出所）金融庁『金融再生法開示債権等の推移』より作成．
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月に景気の底を打つまで，日本経済は厳しい状況に置かれており，消費の落ち込
み，設備投資の減少，さらには鉱工業生産の大幅な落ち込みと在庫率の高止まり
など，実体経済の冷え込みが続き，当然，これらは不良債権の動向にも影響を与
えることとなった１３９）．事実，図表４―１より，不良債権の中身を見てみると，金
融庁の指摘した要管理債権だけではなく，危険債権も増大していることを読み取
ることができ，この時期の経済停滞が深刻なものであったことを伺わせる．
また，以上の不良債権の増大は，銀行の種類や規模によって異なる動きを見せ

ている．旧長信銀及び地域銀行（第一地銀と第二地銀）の不良債権の推移を見た
図表４―２～４を見てみよう．例えば，旧長期信用銀行では，不良債権比率がもと
もと非常に高いこと，都銀の不良債権が２００１年３月期以降増勢に転じたのに対
し，逆に２０００年をピークに以後不良債権を減らしていることが読み取れる１４０）．
あるいは，地域銀行を見てみると，２００１～０２年には都銀ほどの不良債権の増大
は見られないが，不良債権比率が高い位置で安定していること，しかも第一地銀
よりも第二地銀の方が不良債権の比率が高いことを読み取れる．これは，２００２
年以降の景気回復が地方経済に浸透するのに時間を要したことに加え，後に述べ
るように，小泉政権期の不良債権処理策が主要行を対象として実施されたことと
関係している．
以上のように，小泉政権発足からまもなくの時期において，不良債権の処理は

決して順調に進んでいたわけではなかった．しかしながら，図表から明らかなよ
うに，２００２年９月期をピークとして不良債権の残高は急速に減少していくこと
となる．その理由は一体どこにあったのであろうか．

第２節 「金融再生プログラム」による不良債権処理の加速

２００２年２月に開催された経済財政諮問会議において，特別検査の厳正な実施，
問題企業に関する不良債権処理の強化，整理回収機構による積極的な不良債権の
買い取りなどからなる「早急に取り組むべきデフレ対応策」が報告された．これ
を受けて，２００２年６月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基
本方針２００２（基本方針２００２）」では，構造改革の集中調整期間終了後の２００４年
度には，不良債権問題の正常化を図ることが目標として盛り込まれた．
以上の経緯を経て，２００２年１０月に竹中平蔵経済財政政策担当大臣・金融担当

大臣が中心となって，経済財政諮問会議と金融庁でそれぞれまとめられたのが
「改革加速のための総合対応策」と「金融再生プログラム」である．
まずは前者を見てみよう．「総合対応策」は，「金融システム改革」のほか，「税

制改革」「規制改革」「歳出改革」の４本柱で構成されている．しかしながら，冒

１３８）金融庁『１４年３月期における不良債権の状況等』．
１３９）９．１１ショックの影響もあり，２００１年９月には１９８４年以来の株価一万円割れを経験している．
１４０）ちなみに２００２年９月期に不良債権比率が急上昇するが，これは日本興業銀行が旧富士銀行に合併
され，総与信の急激な減少を受けた変化である．
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頭に「今般，政府は，最近における金融・経済情勢の不確実性の高まりを踏まえ，
不良債権処理を加速することにより，金融仲介機能の速やかな回復を図るととも
に，資源の新たな成長分野への円滑な移行を可能にし，金融及び産業の早期再生
を図るための取組を強化することとした」と指摘されていることからも分かるよ

９９年３月期 ９９年９月期 ００年３月期 ００年９月期 ０１年３月期
総与信（億円） ２７５，８２０ ２６１，１９０ ３４０，５１０ ３７３，０１０ ３８０，２９０

金融再生法開示債権（億円） ２１，４５０ ２０，４７０ ３８，８５０ ４０，５１０ ３２，８５０
破産更生等債
権（億円）

３，８４０ ５，２７０ ８，１９０ １１，９４０ ７，８３０

危険債権
（億円）

１１，９８０ １０，７４０ １４，０４０ １１，２９０ ９，４００

要管理債権
（億円）

５，６３０ ４，４６０ １６，６２０ １７，２８０ １５，６２０

不良債権比率（％） ７．８ ７．８ １１．４ １０．９ ８．６

０１年９月期 ０２年３月期 ０２年９月期 ０３年３月期 ０３年９月期
総与信（億円） ３９３，７１０ ３４６，２６０ ７７，８３０ ７４，７７０ ６９，５８０

金融再生法開示債権（億円） ３３，８５０ ２７，４２０ １１，３５０ ４，３６０ ２，８４０
破産更生等債
権（億円）

５，４２０ ５，６２０ ３，２５０ ４９０ ２４０

危険債権
（億円）

１０，９３０ １１，３００ ４，６９０ １，９２０ １，７００

要管理債権
（億円）

１７，５１０ １０，５００ ３，４１０ １，９４０ ８９０

不良債権比率（％） ８．６ ７．９ １４．６ ５．８ ４．１

０４年３月期 ０４年９月期 ０５年３月期 ０５年９月期 ０６年３月期
総与信（億円） ６４，９７０ ６４，２３０ ６２，４４０ ６５，５６０ ７１，７８０

金融再生法開示債権（億円） １，８６０ １，４５０ １，５００ １，２１０ ６４０
破産更生等債
権（億円）

２９０ １６０ ９０ ８０ １０

危険債権
（億円）

１，２８０ １，０４０ １，２６０ ８９０ ３９０

要管理債権
（億円）

２９０ ２４０ １５０ ２３０ ２３０

不良債権比率（％） ２．９ ２．３ ２．４ １．８ ０．９

０６年９月期 ０７年３月期 ０７年９月期 ０８年３月期
総与信（億円） ８０，７８０ ８７，０１０ ９２，０００ ９５，７５０

金融再生法開示債権（億円） ４９０ ６１０ ８４０ ９３０
破産更生等債
権（億円）

４０ １０ １００ ８０

危険債権
（億円）

２３０ ４００ ５５０ ４６０

要管理債権
（億円）

２１０ ２００ １９０ ３９０

不良債権比率（％） ０．６ ０．７ ０．９ １．０

図表４―２ 旧長期信用銀行における不良債権の推移

出所）図表４―１と同じ．



２３４

９９年３月期 ９９年９月期 ００年３月期 ００年９月期 ０１年３月期
総与信（億円） １，４３７，５３０ １，３８９，３８０ １，３８９，９００ １，３９３，８００ １，４０６，２４０

金融再生法開示債権（億円） ８３，７５０ ８２，７９０ ８１，６９０ ９５，２７０ ９８，３８０
破産更生等債
権（億円）

３５，０００ ３２，２２０ ２５，２４０ ２８，７２０ ２８，２７０

危険債権
（億円）

３４，７７０ ３５，０３０ ３９，１４０ ３９，７４０ ４１，８７０

要管理債権
（億円）

１３，９８０ １５，５４０ １７，３１０ ２６，８１０ ２８，２４０

不良債権比率（％） ５．８ ６．０ ５．９ ６．８ ７．０

０１年９月期 ０２年３月期 ０２年９月期 ０３年３月期 ０３年９月期
総与信（億円） １，３９５，３４０ １，４０２，９２０ １，３７６，４４０ １，３８６，４５０ １，３７７，２６０

金融再生法開示債権（億円） １０３，５２０ １０７，８１０ １１０，５５０ １０５，８９０ １０２，２７０
破産更生等債
権（億円）

２８，１１０ ２７，５００ ２７，４３０ ２４，６６０ ２３，７１０

危険債権
（億円）

４４，８００ ４６，４１０ ４６，６２０ ４５，２００ ４４，６００

要管理債権
（億円）

３０，６２０ ３３，９００ ３６，５００ ３６，０４０ ３３，９６０

不良債権比率（％） ７．４ ７．７ ８．０ ７．６ ７．４

０４年３月期 ０４年９月期 ０５年３月期 ０５年９月期 ０６年３月期
総与信（億円） １，３８３，１９０ １，３６１，３８０ １，４０４，２１０ １，４００，７６０ １，４３５，２９０

金融再生法開示債権（億円） ９４，４４０ ８５，３５０ ７６，７４０ ７１，９２０ ６３，８３０
破産更生等債
権（億円）

１９，９９０ １７，６６０ １５，２２０ １４，３８０ １２，９１０

危険債権
（億円）

４３，８２０ ４０，７１０ ３７，８４０ ３５，５１０ ３２，３３０

要管理債権
（億円）

３０，６３０ ２６，９８０ ２３，６７０ ２２，０３０ １８，５９０

不良債権比率（％） ６．８ ６．３ ５．５ ５．１ ４．４

０６年９月期 ０７年３月期 ０７年９月期 ０８年３月期
総与信（億円） １，４４５，５１０ １，４８２，６９０ １，４９０，４５０ １，５１９，３９０

金融再生法開示債権（億円） ６１，５９０ ５８，１５０ ５７，７００ ５５，５１０
破産更生等債
権（億円）

１２，５５０ １２，０１０ １１，４５０ １０，９２０

危険債権
（億円）

３１，９１０ ３０，４４０ ３０，７７０ ２９，５００

要管理債権
（億円）

１７，１４０ １５，７１０ １５，４７０ １５，０８０

不良債権比率（％） ４．３ ３．９ ３．９ ３．７

図表４―３ 第一地方銀行における不良債権の推移

出所）図表４―１と同じ．
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９９年３月期 ９９年９月期 ００年３月期 ００年９月期 ０１年３月期
総与信（億円） ４９６，６６０ ４７０，３８０ ４６８，６７０ ４５０，３６０ ４５９，４３０

金融再生法開示債権（億円） ３６，２３０ ３２，５７０ ３２，７８０ ３４，８６０ ３７，８４０
破産更生等債
権（億円）

１４，５５０ １２，８３０ １１，８２０ １１，９００ １１，３７０

危険債権
（億円）

１６，２００ １４，１３０ １４，９４０ １４，９００ １６，７７０

要管理債権
（億円）

５，４８０ ５，６１０ ６，０２０ ８，０６０ ９，７００

不良債権比率（％） ７．３ ６．９ ７．０ ７．７ ８．２

０１年９月期 ０２年３月期 ０２年９月期 ０３年３月期 ０３年９月期
総与信（億円） ４５６，３２０ ４４８，２３０ ４３９，７２０ ４３８，１２０ ４２４，４３０

金融再生法開示債権（億円） ３８，９１０ ４０，４１０ ３９，４８０ ３８，９９０ ３５，０００
破産更生等債
権（億円）

１１，４６０ １１，２５０ １０，５６０ １０，４２０ ９，７５０

危険債権
（億円）

１６，５００ １６，９５０ １７，５１０ １６，５８０ １４，７７０

要管理債権
（億円）

１０，９６０ １２，２１０ １１，４１０ １１，９９０ １０，４８０

不良債権比率（％） ８．５ ９．０ ９．０ ８．９ ８．２

０４年３月期 ０４年９月期 ０５年３月期 ０５年９月期 ０６年３月期
総与信（億円） ４２７，７１０ ４２２，９９０ ４１０，０００ ４１１，９４０ ４１８，９００

金融再生法開示債権（億円） ３１，９５０ ２９，１４０ ２５，８７０ ２４，０９０ ２２，０８０
破産更生等債
権（億円）

８，４００ ７，４５０ ６，３８０ ５，９５０ ５，３８０

危険債権
（億円）

１４，１８０ １３，６８０ １２，６１０ １２，２００ １１，４７０

要管理債権
（億円）

９，３７０ ８，０２０ ６，８９０ ５，９４０ ５，２２０

不良債権比率（％） ７．５ ６．９ ６．３ ５．８ ５．３

０６年９月期 ０７年３月期 ０７年９月期 ０８年３月期
総与信（億円） ４２３，８１０ ４２６，２００ ４２９，１６０ ４３６，０１０

金融再生法開示債権（億円） ２１，３８０ １９，２７０ １９，３４０ １９，０７０
破産更生等債
権（億円）

５，０００ ４，４９０ ４，５７０ ４，６３０

危険債権
（億円）

１１，２９０ １０，０７０ １０，１００ １０，１１０

要管理債権
（億円）

５，０９０ ４，７２０ ４，６７０ ４，３３０

不良債権比率（％） ５．０ ４．５ ４．５ ４．４

図表４―４ 第二地方銀行における不良債権の推移

出所）図表４―１と同じ．
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うに，不良債権処理こそが総合対応策の最重要課題として位置づけられていた．
以上の指針の下に具体的な内容が盛り込まれたのが「金融再生プログラム」で

ある．同プログラムの最大の特徴は，２００４年度に主要行の不良債権比率を半分
程度に低下させることを目標として掲げた点である．中身は中小企業対策から日
銀による支援１４１）に至るまで多岐にわたっているが，竹中金融担当大臣の整理に
基づいてその内容を見てみると，以下の６つの骨格からプログラムは構成されて
いたとされる１４２）．

１）「資産査定強化」
資産査定ルールを強化するために，主要行における要管理先の大口債務者につ

いては，DCF（ディスカウント・キャッシュ・フロー）方式１４３）を基礎とした個
別的引当を原則とすることを定め，資産査定に関する基準を見直す．
２）「資産査定の統一」
同じ企業への貸し出し債権であっても，銀行によっては，その査定がまちまち

であることがあり，こういった事態を是正するために，大口債務者に対する銀行
間の債務者区分の統一を行う（いわゆる横串）．
３）「自己査定と検査結果の格差公表」
銀行自身が査定の正確さに責任を持つように，これまで実施された金融庁検査

を基に，主要行の自己査定と検査結果の格差について公表し，正当な理由がない
にもかかわらず自己査定と検査結果の格差が是正されない場合には，当該行に対
し，業務改善命令を発出する方針を明確化する．
４）「公的資金の活用」
必要な場合には，現行の預金保険法に基づき，速やかに所要の公的資金を投入

する．また，迅速に公的資金を投入することを可能にする新たな制度の創設の必
要性などについて検討し，必要な場合は法的措置を講ずる．
５）「繰延税金資産への対応」
繰延税金資産１４４）については，その資産性が脆弱であるため，自己資本比率規

１４１）日本銀行は，以上の決定と時を同じくして以下の政策を実施した．第１に日銀当座預金残高の目
標値を引き上げた．第２に長期国債の買い入れに関して，これまで月１兆円ペースであったものを月
１兆２，０００億円ペースに増額した．第３に手形買入期間をこれまでの６ヵ月以内から１年以内に延長
した．「総合対応策」のなかにも「本日の日本銀行の措置は，こうした取組の一環として決定された
ものである」との指摘がある．

１４２）竹中［２００６］p．８９．
１４３）融資先の将来の収益見込みを推計し，そこから回収不能になるリスクなどを引いて現在の債権の
価値を導き出す手法．

１４４）銀行が不良債権を償却したにもかかわらず，税務上その損金算入が認められない場合がある．そ
の時は，税金を前払いしておき，後に正式に損金として確定した段階で払い戻しを受けることとなる．
これを「繰延税金資産」と呼ぶ．自己資本比率の計算に際し，この部分も自己資本に加えられたが，
払い戻しは税額控除のかたちをとったため，その時点で収益がなければ繰延資産は実現しない．こう
した不安定な資産を自己資本としてどう評価するかが大きな問題となっていたのである．なお，「金
融再生プログラム」では，銀行や自民党の猛反発を受け，実施時期を明記することができなかったと
いう経緯がある（『朝日新聞』２００２年１１月１日）．
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制における取扱いについては，会計指針の趣旨に則ってその資産性を厳正に評価
するとともに，算入上限についても速やかに検討する．
６）「経営健全化計画の厳格なレビュー」
公的資金の受け入れとともに提出が求められていた健全化計画に関して，その

計画上の目標が未達の場合に関しては，その原因と程度に応じて必要性を判断し，
行政処分を行うとともに，改善が為されない場合は，責任の明確化を含め厳正に
対応する．

以上の方針を受けて，竹中金融担当大臣は１１月に「作業工程表」を作成し，
これに基づいて「金融問題タスクフォース」を設置，不良債権処理の具体案作成
が進められることとなった．
金融再生プログラムに関してもう一点指摘しておきたいのは，「企業・産業の

再生に取り組むため，新たな機構を創設し，同機構が再生可能と判断される企業
の債権を金融機関から買い取り，産業の再編も視野に入れた企業の再生を進める
必要がある．このため，政府が一体となって，速やかに所要の作業準備が進めら
れるよう要請する」との文言が盛り込まれたことである．この文言と並行して「総
合対応策」では，「産業再生・雇用対策戦略本部」と「産業再生機構」の設置が
求められている．
産業再生・雇用対策戦略本部は，景気の停滞，需要の落ち込みによって企業が

直面している過剰債務や過剰供給等の問題に対応するため，産業再編や早期再生
に関する「基本指針」を策定し，企業・産業の再生を強力に推進することを目的
としている（２００２年１２月「企業・産業再生に関する基本指針」）．一方，産業再
生機構は，預金保険機構の下に整理回収機構（RCC）と並んで創設される，企
業再生に取り組むための新たな機構である．「基本指針」に従い，金融機関にお
いて「要管理先」等に分類されている企業のうち，メインバンク・企業間で再建
計画が合意されつつある等により当該機構が再生可能と判断する企業の債権を，
企業の再生を念頭に置いた適正な時価で，原則として非メインの金融機関から買
い取ることとされた１４５）．
このように，２００２年は，不良債権の増大がふたたび明らかになると同時に，

不良債権処理スキームと企業再生スキームを車の両輪としながら，抜本的な不良
債権対策が開始された時期でもあった．一方ではこれをきっかけとし，他方では
経済状況の好転も手伝って，不良債権比率は急激に減少する．２００５年３月期つ
まり２００４年度末には同比率が２．９％となり，「２００４年度に主要行の不良債権比
率を半分程度に低下させる」という目標は達成されることとなったのである．そ
の後も不良債権比率は減少を続け，２００８年３月期は１．４％にまで低下している．
リーマンショック以降の世界金融危機の影響は懸念されるが，主要行における不

１４５）２００２年１０月『改革加速のための総合対応策』．なお，具体的な中身については，本章第５節を参
照．
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良債権問題はひとまず終息したと考えてよいだろう．
一方，既に指摘したように，金融再生プログラムが主要行のみを対象とし，地

域銀行には不良債権早期処理の目標に配慮がなされたため，地域銀行の不良債権
比率の低下は大手銀行よりも明らかに緩慢であった．２００８年３月期時点で３．７％，
第二地銀に限定してみれば４．４％と依然として無視できない水準にとどまってい
る（地域銀行の不良債権問題については，次節で検討する）．

第３節 金融システム安定化策の整備

次に，金融システム安定化策について見てみよう１４６）．
バブル崩壊後の金融システム安定化策が実施されたのは，１９９４年に東京協和

信組と安全信組が破綻し，翌年，その救済機関として東京共同銀行が設置された
後，これを改組して１９９６年に整理回収機構が設置されたことを嚆矢とする．そ
の後いくつかの地銀の破綻を経験した後，１９９７年に山一証券の自主廃業，北海
道拓殖銀行の経営破綻が起こり，金融システムは深刻な危機に直面することとな
る．こうした状況を受けて，金融整理管財人制度，承継銀行，特別公的管理制
度１４７），金融機関の不良債権の買取りを実施する整理回収機構などを制度の骨格
とする「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（以下，金融再生法）１４８）」
と，金融機関の不良債権処理と資本増強などに関する緊急措置を盛り込んだ「金
融機能早期健全化法」が１９９８年１０月に成立した１４９）．
以上の枠組みの下で金融システムの安定化策は実施されてきたが，２００１年１２

月に石川銀行，中部銀行が破綻し，信用金庫，信用組合等の地域金融機関が事業
譲渡されるなど，危険な状態は依然続いていた．さらに，小泉政権発足当初の株
価の下落が銀行の経営を直撃し，金融システムの安定化が重要課題として一層の
脚光を浴びることとなった．こうした深刻な状況の下で設立されたのが「銀行等
保有株式取得機構」である．
銀行等保有株式取得機構の設立は，小泉政権発足以前の２００１年４月経済対策

閣僚会議において策定された「緊急経済対策」にその概要が示されている．
「対策」では，金融システムの安定性への信頼を高めていくためには，銀行の

保有する株式の価格変動リスクを抑制すること，銀行経営の健全性を損なわない
よう，株式保有制限のための制度を整備することが必要だと指摘されている．と
いうのは，銀行の株式保有を制限すれば，株式持合いの縮小を通じてわが国株式

１４６）金融システム安定化の経緯に関しては，樋口＝龍岡［２００８］が参考になる．
１４７）金融再生法の第３６条の規定に基づいて，ある銀行の破綻が他行に連鎖的な影響を与える際，特別
公的管理の決定がなされ，同３８条の規定によって，その銀行の株式の取得，すなわち一時国有化が
実施されることとなる．

１４８）破綻処理の財源として，預金保険機構等に用意された総額７０兆円におよぶ公的資金が準備され
た．１９９９年３月には大手１５行に７兆４，５９３億円の資本注入が，同年９月から２００２年３月には地域
銀行１７行に１兆１，４６０億円の資本注入がそれぞれ行われた．

１４９）この時期の金融システム安定化に関しては，井手［１９９９］を参照．
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市場が活性化され，コーポレート・ガバナンスの改善などを通じて経済再生にも
寄与することとなると考えられたからである．
反面，銀行の株式放出は，短期的には株価に影響し，それ次第では金融システ

ムの安定性や経済に好ましくない影響を与えうる．こうした観点から，公的な枠
組みを用いた一時的な株式買取りスキームを設けることが必要だと指摘される．
こうして，銀行等保有株式取得機構の設置が「経済財政運営と構造改革に関する
基本方針２００１（基本方針２００１）」に明記され，２００２年１月機構発足の運びとなっ
たのである．
機構では一般勘定と特別勘定に分けて業務が行われる．まず，銀行からの出資

金や政府保証の債券発行を通じて調達された資金を財源として株式を時価で買い
上げる．一般勘定ではこれを通じてETF（投資信託）の組成を行い，特別勘定
では保有後の再売却を行うことでそれぞれ収益を上げる仕組みとなっている．こ
れらの業務を通じて，株価の下落が銀行の自己資本に与える影響を緩和する一方，
整理回収機構による不良債権の買取りとセットで業務を行うことで，株式や不良
債権を銀行から切り離して損失額を確定させることを可能にしたのである．
以上の株価安定策にくわえて，金融システムの安定化を側面から支えるために，

預金保険機構の活用も進められた．じつは，金融再生法による破綻処理は，２００１
年３月末までの時限措置であった．そこで，これを恒久化するために「金融危機
対応措置」を含んだ預金保険法の改正が２００１年４月より施行されたのである．
金融危機対応措置は，金融危機対応会議１５０）において，内閣総理大臣の判断の

下で決定される．その際，何らかの措置が講ぜられなければ信用秩序の維持にき
わめて重大な支障が生じるおそれがあると認められるとき（これを危機的な事態
＝システミック・リスクという），金融機関の区分に応じて，以下の預金保険法
第１０２条第一号から第三号からなる例外的措置が講じられることが定められた．
まず，第一号措置では，預金保険機構による株式等の引き受けによる金融機関

の資本増強が行われる．第二号措置では，破綻金融機関または債務超過の金融機
関に対するペイオフコスト超の資金援助を行う．第三号措置では，債務超過の破
綻銀行等に関して，銀行の全株式を強制取得することによって特別危機管理（一
時国有化）が実施される１５１）．
先に見たように，金融再生法では，２００１年３月までの時限措置として特別公

的管理の規定が設けられていた．特別危機管理はこの措置を恒久化したものであ
り，１０２条の第二号措置によっても対応困難な場合に発動されることとなってい
る．
特別危機管理銀行への移行後は，健全資産を保全すると同時に，不良債権は整

１５０）この会議は，金融システムの信用秩序にきわめて重大な支障が生じる恐れがあると認められたと
きに，預金保険法１０２条に基づいて首相が招集する会議である．首相を議長とし，メンバーは，官房
長官，金融担当相，金融庁長官，財務相，日銀総裁で構成される．

１５１）預金保険機構［２００５］を参照．なお，個別の金融機関が破綻に至った経緯についても同論文は説明
している．
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理回収機構に売却することで経営再建が図られ，他の銀行との合併や事業譲渡の
道が模索されることとなる．特別公的管理銀行としては，日本長期信用銀行，日
本債券信用銀行があったが，特別危機管理銀行となったのは足利銀行のみである．
なお，第一号措置の発動の例としては２００３年のりそな銀行があるが，これらの
具体的な内容については次節に譲る．
最後に，地域銀行対策を通じた金融システムの安定化策を見ておこう．
金融再生プログラムでは不良債権比率を２００４年度までに半減する目標が定め

られたが，その対象は主要行にとどめられていた．これに対して，地域金融の円
滑化に関しては，金融審議会での議論を踏まえて，２００３年３月金融庁「リレー
ションシップバンキング機能強化に関するアクションプログラム」が発表された．
リレーションシップバンキングとは，長期継続する取引関係を通じて，借り手

企業の経営者の資質や事業の将来性等についての情報を地域銀行が蓄積し，これ
をもとに融資を実行するビジネスモデルのことである．アクションプログラムで
は，２００３～０４年度の２年間を集中改善期間として定め，リレーションシップバ
ンキングの機能強化を確実に図ることが謳われた．これを受け，各金融機関は
２００３年８月末までに「リレーションシップバンキングの機能強化計画」を金融
庁に提出，半期ごとにその実施状況を同庁がフォローし，これを公表することと
された．
以上の取り組みのねらいは，大手金融機関とは異なる地域金融機関の独自性を

うまく活かす点にあった．リレーションシップバンキングのメリットは，取引先
企業の経営状態を見極めることで金融機関は不良債権を抑制し，企業側も早期に
経営改善に乗り出すことができる点にある．また，中小企業の過少資本をカバー
する金融手法であるデット・エクイティ・スワップ（債務の株式化）やデット・
デット・スワップ（通常債務の劣後債化）の活用が広がるなどの効果ももたらさ
れた．同時に，有力地方銀行を中心にデット・エクイティ・スワップへの投資も
含む企業再生ファンドの組成や，再建企業への運転資金供給などが行われ，地域
再生を積極的にサポートする取組みが広がるきっかけとなった１５２）．
ただし，こうした措置にはいくつかの問題も指摘されている１５３）．過大な機能

強化やビジネスモデルの要求は，体力の弱い金融機関の淘汰を進め，いわゆる一
県二行体制への移行を必然的にもたらすこととなる．その過程では，自治体の指
定銀行となり，安定的な収益基盤を有する大手の地域銀行と，限られた収益機会
をめぐって激しい競争を要求される中小銀行との二極化を招くことも想定される．
こうした状況は，長期的な地域経済の発展にマイナスの影響を与えることがある
ため，慎重な運用を期する必要があるとの意見もあった１５４）．

１５２）荒巻［２００４］を参照．
１５３）佐藤［２００４］を参照．
１５４）２００３年１月施行「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法」では，地域金融機関が過
剰という認識が示されている．同法では，合併する金融機関に対して，公的資金による資本増強や預
金保護額の上積みを認める一方，収益に一定の目標を設ける「アメ」と「ムチ」によって不良債権処
理の加速と経営基盤の強化が求められた（『朝日新聞』２００２年１１月１日）．
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第４節 金融機関の破綻処理の経緯

本節では，これまでに述べてきた不良債権処理スキームの運用過程について，
石川銀行，中部銀行，りそな銀行，足利銀行を対象にそれぞれ具体的に見ていく
こととしよう．
石川銀行と中部銀行はそれぞれ２００１年１２月及び２００２年３月に破綻した．石

川銀行１５５）は，もともと経営基盤の脆弱な金融機関であったが，金融の自由化が
進むにつれ，東京支店を中心に，都市銀行からの融資をとりつけられない企業に
対する高リスクの貸付を増やしていき，経営を不安定化させていった．２０００年３
月の同行の不良債権の公表総額は１，３６３億円であったが，金融庁の特別検査の結
果，半年間で４７２億円追加し，２００１年秋の検査と破綻後の精査によって，その
額はさらに４５１億円も上積みされる結果となり，２００１年１２月預金保険法第７４
条第５項に基づく申し出がなされて，経営破綻した１５６）．
中部銀行も石川銀行と同様，バブル期の過剰融資が引き金となって多額の不良

債権を抱えたことがつまずきの始まりであった１５７）．その後，金融庁検査によっ
て２００１年９月末時点の自己資本比率が単体で３．０５％にまで悪化していることが
判明し１５８），石川銀行の破綻した日と同じ日に早期是正措置１５９）が発動され，自己
資本比率の向上策が求められることとなった．これを受けて同行は２００２年１月
２００億円程度の増資計画を発表したが，３月には，自己資本比率の数値に関して
正確性に欠ける情報を開示したとして，金融庁から業務改善命令を受ける．その
後，預金残高が激減し，資金繰りが悪化，破綻預金保険法第７４条第５項に基づ
く申し出によって経営破綻することとなったのである．
破綻した金融機関の承継業務に関しては，預金保険法第９１条に定めがあ

る．９１条では，内閣総理大臣が，被管理金融機関の業務承継（承継銀行が事業
の譲り受け等により業務を引き継ぎ，かつ，その業務を暫定的に維持・継続する
こと）のため承継銀行を活用する必要があると認めるときは，預金保険機構が承
継銀行を子会社として設置することができるとしている．
この規定に従い，以上の２銀行の処理に際しては，２００２年３月いわゆるブ

リッジバンク１６０）といわれる日本承継銀行が設立され，石川銀行と中部銀行から

１５５）石川銀行の破綻とその後の処理の経緯については，読売新聞金沢支局・石川銀行問題取材班
［２００３］に詳しい．預金保険機構［２００５］pp．６６―６７も参照．
１５６）預金保険法第７４条第５項では，「金融機関は，その財産をもつて債務を完済することができない
とき又はその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは，その
旨及びその理由を，文書をもつて，内閣総理大臣に申し出なければならない」と定められている．

１５７）預金保険機構［２００５］pp．６８―６９．
１５８）当初の中間決算では，自己資本比率は単体で４．９３％，連結で４．７０％だった．だが，これは中部
銀行による資産の自己査定の結果であった．金融庁の立ち入り検査の後，不良債権に対する引き当て
不足が指摘され，さらに４８億円の貸倒引当金を積み増した結果，自己資本比率は単体で３．０５％，連
結で２．６３％となり，健全の目安とされる４％を大きく割り込んだ（『朝日新聞』２００２年１月６日）．

１５９）金融庁が自己資本比率の基準を下回った金融機関に対して，破綻を早期に防ぎ，経営の健全性を
確保するために発動する．１９９８年４月に導入された．
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業務を引き継ぐため営業の譲り受けを行うことが決定された．この結果，両銀行
については，日本承継銀行を救済金融機関として預金保険機構による資金援助の
手続きが進められ，預金等の全額保護が確保されることとなった．その後，石川
銀行は，北陸銀行，北國銀行，富山第一銀行，金沢信用金庫，能登信用金庫の３
行２金庫を，中部銀行は，清水銀行，静岡中央銀行，東京スター銀行をそれぞれ
受け皿として再出発を図ることが発表された．
次に，りそな銀行に対する公的資本増強の経緯を見ておく１６１）．りそな問題は

２００３年４月から５月にかけて巻き起こった，繰延税金資産の扱いをめぐる議論
がきっかけとなって表面化した．金融庁の方針を受けて，新日本監査法人が査定
の厳格化を進めた結果，りそな銀行の将来収益が疑問視されるようになり，繰延
税金資産の過大な計上が問題視されることとなったのである．さらに，不良債権
処理の積み増し，株価の低落，収益計画の下方修正等の要因も重なり，後に同行
は，自己資本の一部に計上していた繰延税金資産の大幅な取り崩しを余儀なくさ
れるに至る．
以上の経緯を経て，自己資本比率が国内基準として定められた４％を大幅に下

回る２％台に転落する可能性が高まったため，５月１７日，りそな銀行は，政府
に預金保険法第１０２条第１項第１号に基づく資本注入（第３節で見た第１号措置）
を申請することとなった．同日，首相によって金融危機対応会議が召集され，同
行の申請を認め，約２兆円の資本注入ならびに同行に対する早期是正措置・業務
改善命令が発動されることとなる．
公的資本注入が決定される過程では議論の混乱が見られた．預金保険法の第

１０２条は，預金流出や連鎖破綻などが懸念されるとき（システミック・リスクに
直面したとき）に発動される例外措置である．しかしながら，竹中金融相は「資
金繰りの問題はなく，今，金融危機ということではない」と述べており１６２），政
府も破綻を予防するという観点からこれを「予防的公的資本注入」として位置づ
けていた．これに対し「繰り延べ税金資産を外せば，負債の方が資産より多い状
態だった１６３）」との指摘が一部からなされ，救済ではなく，破綻処理の対象とす
べきだったとする批判を生むこととなったのである．
さらに，資本注入は株式の取得を通じて行われる．普通株の新規発行に関して

は，それを既存株数の３倍までとする制限があるため，普通株での資本注入５７
億株（２，９６４億円）にくわえ，議決権があり，配当が優遇される３種類の優先株
が計８３億２，０００株（１兆６，６３６億円）発行された．この結果，政府は議決権の３

１６０）ブリッジバンクとは，金融機関の破綻に直面した時，その破綻金融機関の業務を引き継ぐために
設置される「つなぎの銀行」のことである．借り手企業の損失を最小にするために公的資金を用いて
融資を継続し，不良債権の分離やリストラを行って健全化を進め，他の金融機関に売却することを目
的とする．破綻金融機関や破綻直前の金融機関は，先に見た国有化を意味する特別公的管理（２００１
年３月以降は特別危機管理）か，このブリッジバンクのいずれかを選択することとなる．

１６１）以下の経緯に関しては，竹中［２００６］pp．１０８―１１５を参照．
１６２）『朝日新聞』２００３年５月１８日．
１６３）民主党からの質問に対する朝日監査法人の岩本繁理事長の参議院財政金融委員会での発言．
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分の２以上を握ることとなった．このように「資金繰りの問題はない」にもかか
わらず，事実上の「国有化」が選択されたことも議論の紛糾に拍車をかけた．
最後に，足利銀行の一時国有化について見ておこう１６４）．足利銀行は，２００３年

９月初頭から始まった金融庁検査で不良債権の抜本処理を迫られ，中間決算で当
期赤字の見通しとなった．これを受けて，会計監査を担当した中央青山監査法人
は，りそな銀行の事例と同様に，将来の確実な利益を前提として自己資本に計上
されている繰延税金資産の全額取り崩しを求めた．その結果，９月中間決算は最
終的に１，０２３億円の債務超過となった．
当初は，預金保険法１０２条第１項に基づく資本注入（一号措置）が要請され，

りそな銀行と同様に足利銀行の存続が要望されたが，２００３年１１月，金融危機対
応措置に基づき，小泉首相は預金保険法１０２条第１項の三号措置，つまり一時国
有化を決定した．りそなグループへの資本注入で使われた第一号措置は，自己資
本不足に陥っても債務超過ではない金融機関が対象であり，債務超過に陥ってい
る足利銀行の場合にはこれを適用することはできないとされたことが理由である．
しかしながら，先に指摘したように，りそな銀行が事実上の債務超過であったと
いう議論も根強く，金融危機対応措置の発動をめぐっては，依然，課題を残した
かたちになっている．

第５節 事業再生の動向

第２節で確認したように，２００２年１０月策定の「金融再生プログラム」では，
企業・産業の再生に取り組むため新たな機構を創設することが明記されていた．
機構は，自身が再生可能と判断する企業の債権を金融機関から買い取り，産業の
再編も視野に入れた企業の再生を進めるとされた．その具体的な内容は，同じ日
に出された「改革加速のための総合対応策」に詳しく示されている．
この企業再生に取り組むための新たな機構は，預金保険機構の下に整理回収機

構とならんで創設されることとされ，再生企業への追加融資や出資，信託，保証
機能等を備える金融機関（株式会社形態かつ存続期間を設定）とされた．
新機構は，金融機関において「要管理先」等に分類されている企業のうち，機

構が再生可能と判断する企業の債権を適正な時価で非メインの金融機関から買い
取る．そして，機構とメインバンクで企業の債権の相当部分を保有し，強力に企
業のリストラ・経営再建を推進する．こうした手段を用いて，機構は，業界内で
の再編なくして再生不能と考えられる企業について，機構内に集積された情報を
踏まえつつ，産業の再編も視野に入れながら企業の再生を行うこととされたので
ある．
以上の提案は，２００３年４月に特殊会社である「産業再生機構」として制度化

された．支援業務に関しては，産業再生機構法の第２２条に定めがある．同条に

１６４）以下については，『朝日新聞』２００３年１１月３０日及び預金保険機構［２００５］p．７４を参照．
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よると，過大な債務を負っている事業者が，その債権者である金融機関等と協力
して事業再生を図ろうとする場合，当該金融機関と連名で機構に対し再生支援を
申し込むことができる．同条第３項では，この申込みがあったときは，支援基準
に従って，機構が再生支援をするかどうかを決定することとされており，産業再
生機構の中に設置されている「産業再生委員会」においてこの決定が行われるこ
ととなった．
機構設立の背景にあったとされるのがいわゆる竹中ショックである．２００２年

１０月に発表された金融再生プログラムの影響から，大手銀行の不良債権処理が
加速されるとの憶測を呼び，倒産の続発を市場は予想するようになった．その
後，２００３年４月に日経平均株価がバブル後最安値の７，６０７円まで暴落したこと
をきっかけとして，そのショックの緩衝材として企業再生のための枠組みが求め
られたのである．本来であれば，企業再生は民間ビジネスの領域であるが，不良
債権問題に苦しむ金融機関との間で，債権放棄等を要求される企業再生計画で合
意を整えることは難しかった．そこで公共部門がファンドを設置することとなっ
たのである．
さて，産業再生機構は，２００３年５月より業務を開始し，２００７年３月に解散し

たが，この間４１社の企業再生業務を行っていた．その中にはダイエー，カネボ
ウ，大京などの大手企業も含まれているが，以下，その中からダイエーを取り上
げながら，企業再生のプロセスを概観していくこととしよう．
ダイエーは当初，産業再生機構による支援を拒み，機構・銀行主導の再生を警

戒する経済産業省とともに独自再建の道を模索していたといわれている．しかし，
メインバンクが追加融資の条件として機構の活用を強く求めたことから１６５），
２００４年１０月１３日，機構活用の受け入れ表明へと追い込まれることとなる．産
業再生委員会は，２００４年１２月産業再生機構法第２２条第３項にしたがって支援
決定を行い，翌年２月買い取りの決定を行った．支援企業の最終入札には，同業
のイオン，大手商社の丸紅，企業再生ファンドのキアコンを中心とする３陣営が
応札したが，３月丸紅と株式会社アドバンテッジパートナーズがスポンサーとし
て選定された．
以上の支援企業の選定は相互に合理的な結果であった１６６）．まず，機構の再建

案では，ダイエーの総合スーパーから食品スーパーへの転換が大命題であり，こ
の提案を全面的に受け入れた丸紅は，機構主導の再生を行ううえで好都合な提携
相手であった．また，ダイエーも，当初の自主再建案は丸紅を軸とした企業から
の支援を念頭に置いており，限りなく自主再建路線に近い対応をとることができ

１６５）金融機関が産業再生機構の支援を前提とした事情について朝日新聞は以下のように指摘する．「大
手行が法的整理をちらつかせダイエーを追い込んだのは，金融庁から不良債権の早期処理を迫られて
いるという事情がある．中でもUFJ（当時…筆者）は貸出金に占める不良債権の比率が１０％台と高
い．同行のダイエー向け債権は約４千億円で，ほぼ全額が不良債権化していた．政府目標に従い，来
年３月までに不良債権比率を３％台にする目標を立てたUFJ にとってダイエー再建は至上命令と
なっていた．」（『朝日新聞』２００４年１０月１４日）．

１６６）『朝日新聞』２００５年３月５日．
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た．経済産業省にとっても同様であった．というのも，同省は，機構による支援
が決定された１２月の時点で，雇用への配慮と競争環境確保の観点から，店舗の
大量閉鎖や流通業界での寡占進行は認められないとの考えを表明しており，イオ
ンやキアコンを支援企業として選定することを問題視していたからである．
２００５年５月第三者割当増資が実施され，企業再生はスタートする．ダイエー
に対する元本３，６６６億４，６００万円の債権に関して，事業再生計画に基づいて，金
融機関等による１，１２５億８，３００万円の債権放棄が行われた．その後，機構は
２，４７０億２，２００万円でこれを買取り，４００億円のデット・エクイティ・スワップ
を行った後，残りの債権について事業収益及び担保処分等から一部弁済を受ける
こととされた．２００６年８月にダイエー株の全てが丸紅へと譲渡され，１１月，残
存する債権１，３３８億２，１００万円のうち，８１億２００万円について金融機関あて譲
渡を行い，１，２５７億１，９００万円の弁済受領が完了する．
産業再生機構法第４６条では「政府は，機構が解散する場合において，その財

産をもって債務を完済することができないときは，予算で定める金額の範囲内に
おいて，機構に対し，当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相
当する金額を補助することができる」旨，定めている．しかしながら，２００７年３
月の解散に際して，政府援助による国民負担が発生するような事態は発生しな
かった．それどころか，最終的には，存続期間中におよそ３１２億円を納税し，解
散後の残余財産の分配によって，さらに約４３２億円が国庫に納付されることと
なった点は特筆すべき事実である．
以上の再生機構の取り組みに関しては，支援企業が４１社にとどまったこと，

しかも中小企業がほとんどであり，当初の目論見のように，電器産業やゼネコン
の産業再編を促すような大規模な産業再生が行われなかったことへの批判がある．
しかしながら，金融庁が金融機関に機構の利用を勧めたことから，金融機関の側
も債権放棄を株主に説明するよい機会ととらえ，不良債権の処理を促進するうえ
でまたとない機会となったことも事実である．特に，その後の産業再生モデルと
して事業の方向性を示したことは大きな貢献であったということができるだろう．
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第５章 国債発行３０兆円枠と歳出・歳入一体改革

第１節 中央政府の財政バランスとその推移

本章では，中央及び地方財政の状態を概観し，そのうえで当該期の財政上の問
題点について見ていくこととする．まずは，国の財政から見て行こう．
２００１年６月２６日「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本
方針」，いわゆる基本方針２００１が策定された．この中で，巨額の財政赤字を抱え
ている日本財政の状況を改善し，簡素で効率的な政府を作るために，財政の改革
に取り組む必要性が明記された．とりわけ，資源配分の硬直性という観点から公
共事業抑制の必要性が強調され，特定財源の見直し，公共事業と非公共事業の区
分にとらわれない予算配分などの方針が積極的に打ち出されていく．
この間，日本経済は２００２年１月に底を打ち，以後，２００７年１０月まで継続す

る景気拡大局面へと移行した．最終的には，１９６６年から１９７０年まで継続した
「いざなぎ景気」を超え，戦後最長の好景気を記録することとなる．こうした経
済状況を追い風としながら，２００２年以降の基本方針では一層厳しい緊縮予算が
採用されることとなる．
歳出予算の動向を示した図表５―１を見てみよう．２００４～０５年に増加を経験し

ているものの，２００１年度予算以降，基本的には歳出の抑制傾向が維持されてい
る点が目を引く．ただし，２００１年度の減少は，量的緩和政策による低金利が手
伝って，国債費が大幅に削減されたことが原因である．実質的な歳出抑制は
２００２年度予算以降実施されていると見る方が正確かもしれない．とりわけ，
２００２年度以降，国土保全及び開発費，産業経済費など公共事業関連予算の削減
傾向がハッキリしている点が特徴的である．
２００４年度における歳出増大の原因は，国債費が増大したことに加え，大型台
風と新潟県中越地震による被災地救済のため，補正予算で公共事業が追加された
ことによる．翌年度も，災害復旧事業や前年度剰余金の国債整理基金繰入れ等の
関係で補正予算が組まれたため，２００５年度においても歳出は横ばいに推移し，
２００６年度にふたたび一転して引き締めが実施される．２００５年６月「経済財政運
営と構造改革に関する基本方針２００５」では「小さくて効率的な政府」や「歳出・


